
関係法令等の動向について 

 

１ 関係法令等の動向 

 
（１）「バリアフリー法」等改正（R2） 

ア 「バリアフリー法」改正 

・公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化 
（公共交通事業者等に対するソフト基準適合義務の創設、他交通事業者からの協議応諾義務の創設、

国認定観光施設の情報提供の促進等） 
・国民に向けた広報啓発の取組推進 
 （優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適切な利用の推進、市町村等による「心のバリアフリー」の

推進等） 
・バリアフリー基準適合義務の対象拡大 
 （適合義務対象施設に公立小中学校及び旅客特定車両停留施設を追加） 
 
イ 「バリアフリー法施行令」改正 

・建築物移動等円滑化基準適合義務の対象となる特別特定建築物として、小学校、中学校、義務教育学

校及び中等教育学校（前期課程に係るものに限る。）で公立のものを追加。 
 
 （２）「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」改正（R3.3） 

・小規模店舗、重度の障害・介助者等に配慮したバリアフリー設計に関する考え方・留意点の充実等

（高齢者、障害者等が利用する各種便房の名称見直しなど） 
 

（３）公共交通機関の「バリアフリー整備ガイドライン」改訂（R3.3） 

・役務の提供の方法、優先席、高齢者障害者専用トイレ、鉄道駅におけるプラットホームと車両の間の

段差・隙間の縮小等について改訂。 
 
２ 周辺自治体の動向 

（１）川崎市福祉のまちづくり条例改正（R3.4） 
・建築物移動等円滑化に付加する事項に係る規定の適用の読替え規定の整備 
・条例の対象となる小規模特別特定建築物の基準に関する事項の追加 
・公共的施設の整備基準に移動等円滑化経路に関する事項を追加 
・国等における公共的施設の手続に関する特例制度の廃止  

 
３ その他動向、他参考 

（１）「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（H25.6） 

（２）「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（R1.6） 

（３）「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」（H30.12） 

（４） かながわ障がい者計画（R1） 

（５） 情報アクセシビリティ等 
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（６） 災害対策基本法等 

 （７） かながわ都市マスタープラン（H19） 

 （８） かながわSDGｓ取組方針（H30） 

 （９） 障がい者の生涯学習の推進等 
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令 和 ２ 年 ２ 月 ４ 日 

総合政策局安心生活政策課 

｢高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案｣を閣議決定 

～2020 年東京オリ ンピッ ク・ パラリ ンピッ ク競技大会のレガシーと し ての 

共生社会の実現に向け、 必要な制度整備を行います～  

１ ． 背 景 
 

2018年12月のユニバーサル社会実現推進法の公布・ 施行やオリ パラ東京大会を契機とし た共生社会実現に

向けた機運醸成等を受け、 「 心のバリ アフリ ー」 に係る施策などソフト 対策等を強化することが必要となっ

ており ます。  
 
２ ． 概 要 
 

( 1)  公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト 対策の取組強化 

○公共交通事業者等に対し て、 スロープ板の適切な操作や照度の確保等のソフト 基準の遵守を義務付け 

○公共交通機関の乗継円滑化のため、 移動等円滑化の措置の協力に関する公共交通事業者等同士の協議へ

の応諾義務を創設 

○障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設（ 宿泊施設・ 飲食店等） の情報提供を促進 
 

( 2)  国民に向けた広報啓発の取組推進 

 【 優先席、 車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進】  

○国・ 地方公共団体・ 国民・ 施設設置管理者の責務等として、「 車両の優先席、 車椅子用駐車施設、 障害者

用ト イレ等の適正な利用の推進」 を追加 

○公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ ソフト 取組計画の記載項目に「 上記施設の適正な利用

の推進」 等を追加 

【 市町村等による「 心のバリ アフリ ー」 の推進】  

○目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針（ マスタ ープラン）の記載事項や、

基本構想に記載する事業メ ニューの一つとして、 「 心のバリ アフリ ー」 に関する事項を追加 

○心のバリ アフリ ーに関する「 教育啓発特定事業」 含むハード ・ ソフト 一体の基本構想について、作成経費

を補助 

○バリ アフリ ーの促進に関する地方公共団体への国の助言・ 指導等に関する規定を創設 
 

( 3)  バリ アフリ ー基準適合義務の対象拡大 

○バリ アフリ ー基準適合義務の対象施設に公立小中学校及びバス等の旅客のための道路施設（ 旅客特定車

両停留施設） を追加するための規定の整備 
 
 

＜問い合わせ先＞ 

総合政策局安心生活政策課 渡邊、 高橋、 三浦、 内田 

代表： 03-5253-8111（ 内線 25-525、25-526、25-527） 

直通： 03-5253-8437   Ｆ Ａ Ｘ ： 03-5253-1552 

2020年東京オリ ンピッ ク･パラリ ンピッ ク競技大会のレガシーと し ての共生社会の実現に向け、

ハード 対策に加え、 移動等円滑化に係る「 心のバリ アフリ ー」 の観点からの施策の充実などソフ

ト の対策を強化する「 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する

法律案」 が閣議決定さ れまし た。  

-2-



●高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案
＜予算関連法律案＞

【目標・効果】共生社会の実現に向け、高齢者、障害者等を含む全ての人々が互いの個性を尊重しあう
移動等の環境を整備

《KPI》・「心のバリアフリー」の認知度：約24％（2019年度）→約75％（2030年度）

・国土交通省「トイレ利用マナーキャンペーン」の参加団体数：約1,700（2019年度）→約2,000（2025年度）

法案の概要

１．公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化

○公共交通事業者等に対するソフト基準※適合義務の創設 （※ スロープ板の適切な操作、明るさの確保等）

○公共交通機関の乗継円滑化のため、他の公共交通事業者等からのハード・ソフト（旅客支援、情報提
供等）の移動等円滑化に関する協議への応諾義務を創設

○障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設（宿泊施設・飲食店等）の情報提供を促進

３．バリアフリー基準適合義務の対象拡大

○公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設（旅客特定車両停留施設）を追加

○ハード面のバリアフリー化を進める※一方で、使用方法等ソフト面の対応が十分ではないため、高齢
者・障害者等の移動等が円滑になされない事例が顕在化
※ 利用者数３千人以上/日の旅客施設の90％で段差解消、87％で障害者用トイレ設置（2018年度末）

2018年12月のユニバーサル社会実現推進法の公布・施行やオリパラ東京大会を契機とした共生社会
実現に向けた機運醸成等を受け、「心のバリアフリー」に係る施策などソフト対策等を強化する必要

例）車両の優先席について、高齢者等に対し、声かけが恥ず
かしい等の理由で譲らないケースも存在。

○オリパラ東京大会を契機とした共生社会実現に向けた 機
運醸成※１を受け、市町村、学校教育※２等と連携して「心の
バリアフリー」を推進することが必要

※１ 「ユニバーサルデザインの街づくり」と「心のバリアフリー」に
取り組む「共生社会ホストタウン」の拡大

※２ 新学習指導要領※に基づき「心のバリアフリー」教育を実施
（※小学校で2020年度から、中学校で2021年度から全面実施）

②国民における課題

背景・必要性

例１）車椅子の乗車方法に関し、公共
交通事業者の習熟が必要との指摘。

例２）交通結節点における接遇を含め
た関係者の連携が必要であるとの指
摘。（平成30年改正時の附帯決議）

○公共交通事業者など施設設置管理
者について、ハード整備とともに、ソフ
ト面の対策の強化が必要

①公共交通事業者等における課題

（２）市町村等による「心のバリアフリー」の推進（学校教育との連携等）（主務大臣に文科大臣を追加）

○目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針(マスタープラン)の記載事項

や、基本構想に記載する事業メニューの一つとして、「心のバリアフリー」に関する事項を追加

○心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事業」を含むハード・ソフト

一体の基本構想について、作成経費を補助 （※予算関連）

○バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等

２．国民に向けた広報啓発の取組推進

（１）優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進

○国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者

用トイレ等の適正な利用の推進」を追加

○公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載項目に「上記施設の適正な

利用の推進」等を追加

【教育啓発特定事業のイメージ】

高齢者疑似体験 車椅子サポート体験
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令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ９ 日 

住 宅 局 建 築 指 導 課 

 

公立小学校等のバリ アフ リ ー化を進めます 

～「 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する 

法律施行令の一部を改正する政令」 を閣議決定～ 
 

公立小学校等を建築物移動等円滑化基準（ いわゆる建築物バリ アフ リ ー基準） への適合

義務の対象と なる特別特定建築物に追加等する「 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行令の一部を改正する政令」 が本日、 閣議決定さ れまし た。  

１ ．  背景 

本年５ 月 2 0 日に公布さ れた高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正す

る法律（ 令和２ 年法律第 2 8  号。 以下「 改正法」 と いう 。） により 、 一定規模以上の建築をし よう と す

ると きに建築物移動等円滑化基準適合義務の対象と なる特別特定建築物の範囲が拡大さ れるこ と に伴

い、 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（ 平成 1 8  年政令第 3 7 9  号） に

ついて、 所要の改正を行います。  

 

２ ．  概要 

（ １ ） 公立小学校等の特別特定建築物への追加（ 第５ 条第１ 号）  

建築物移動等円滑化基準適合義務の対象と なる特別特定建築物と し て、 小学校、 中学校、 義務教育学

校及び中等教育学校（ 前期課程に係るも のに限る。） で公立のも のを追加し ます。  

 

（ ２ ） その他 

その他所要の改正を行う と と も に、 必要な経過措置を定めます。  

 

３ ．  スケジュ ール 

閣 議 決 定   令和２ 年 ９ 月２ ９ 日（ 火）  
公 布   令和２ 年１ ０ 月 ２ 日（ 金）  
施 行   令和３ 年 ４ 月 １ 日（ 木） （ 改正法の施行の日）  

 

＜問い合わせ先＞ 
国土交通省 住宅局 建築指導課 渡邉、 山田 

代表： 0 3 -5 2 5 3 -8 1 1 1 （ 内線： 3 9 5 1 5 、 3 9 5 3 8 ）  

直通： 0 3 -5 2 5 3 -8 5 1 3  FA X： 0 3 -5 2 5 3 -1 6 3 0  
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令 和 ３ 年 ３ 月 １ ６ 日 

住 宅 局  建 築 指 導 課 

 

「 高齢者、 障害者等の円滑な移動等に配慮し た建築設計標準」 を改正し まし た 

～改正内容に関するオンラ イ ン講習会の開催決定 本日より 参加申込の受付開始～ 

国土交通省では、 すべての建築物が利用者にと っ て使いやすいも のと し て整備さ れるこ と を 目的

に、 バリ アフ リ ー設計のガイ ド ラ イ ンと し て「 高齢者、 障害者等の円滑な移動等に配慮し た建築設

計標準（ 以下「 建築設計標準」 と いう 。 ） 」 を 策定し ています。  

前回の改正から 約４ 年が経過し たこ と から 、 学識経験者、 障害者・ 高齢者団体、 事業者団体等か

ら 構成さ れる検討会・ ワーキンググループで改正内容を 検討し 、 建築設計標準を改正し まし た。  

１ ． 主な改正内容 

① 小規模店舗のバリ アフ リ ー設計等に関する考え方・ 留意点の充実 

【 主な改正事項】 ・ 出入口は段差を設けない、 かつ有効幅員は 80 ㎝以上、 通路は 90 ㎝以上と する旨を記載 

・ 飲食店は車椅子のまま食事でき るよう 、 原則と し て可動式の椅子席を設ける旨を記載 

・ 備品による移動の支援や接遇、 適切な情報提供等のソ フ ト 面の工夫に関する記載の充実 等 

② 重度の障害、 介助者等に配慮し たバリ アフ リ ー設計等に関する考え方・ 留意点の充実 

【 主な改正事項】 ・ 重度の障害や介助者の利用を想定し 、 車椅子使用者用便房の大き さ について見直し  

・ 多機能便房の機能分散化や個別機能を備えた便房の適正利用の推進、 案内表示の追加 

・ 車椅子使用者用駐車施設等の必要な高さ の見直し （ 運用面の柔軟な対応を含む）  等 

③ 建築物のバリ アフ リ ーに関する優良事例の追加（ 国立競技場、 小規模店舗、 病院、 歴史的建造物等）  

※建築設計標準本文はこ ちら （ ht t p: //www. ml i t . go. j p/j ut akukent i ku/j ut akukent i ku_ house_ f r _ 000049. html ）  

2． 建築設計標準の改正内容に関する講習会 開催案内 

（ １ ） 主な対象者： 設計者、 建築主、 審査者、 施設管理者、 行政等 

（ ２ ） 日時   ： 令和３ 年３ 月２ ３ 日（ 火） １ ５ 時～１ ７ 時 

（ ３ ） 場所   ： オンラ イ ン  ※アプリ 等不要。 ＷＥ Ｂ で動画が視聴いただける環境でご覧いただけます。  

（ ４ ） 講師   ： 東洋大学名誉教授 髙橋儀平氏、 国土交通省担当官 

（ ６ ） 参加費  ： 無料 

（ ７ ） 参加方法 ： 事前の申込みが必要です。 詳細は別紙をご覧く ださ い。  

（ ８ ） 申込期間 ： 令和３ 年３ 月１ ６ 日～２ ３ 日正午まで 

問い合わせ先 

 国土交通省住宅局建築指導課  飯田、 山田 

電話： 03‐ 5253‐ 8111（ 代表）、 39‐ 516、 39‐ 538（ 内線） FAX： 03‐ 5253‐ 1630 

 

国土交通省は、 建築物のバリ アフ リ ー化の一層の推進のため、 本日、 バリ アフ リ ー設計

のガイ ド ラ イ ンである「 高齢者、 障害者等の円滑な移動等に配慮し た建築設計標準」 を

改正・ 公表し まし た。 また、 改正し た建築設計標準に関する講習会を開催し ます。  
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国
立

競
技

場
、

小
規

模
店

舗
、

病
院

、
歴

史
的

建
造

物
等

の
優

良
な

設
計

事
例

を
追

加

設
計

段
階

か
ら

障
害

当
事

者
等

の
意

見
を

取
り

入
れ

た
設

計
プ

ロ
セ

ス
の

事
例

を
掲

載

主
な

改
正

事
項

出
入

口
は

段
差

を
設

け
な

い
、

か
つ

有
効

幅
員

は
8

0
㎝

以
上

、
通

路
は

9
0

㎝
以

上
と

す
る

旨
を

記
載

飲
食

店
は

車
椅

子
の

ま
ま

食
事

が
で

き
る

よ
う

、
原

則
と

し
て

可
動

式
の

椅
子

席
を

設
け

る
旨

を
記

載
備

品
に

よ
る

移
動

の
支

援
や

接
遇

、
適

切
な

情
報

提
供

、
従

業
員

教
育

等
の

ソ
フ

ト
面

の
工

夫
を

充
実

３
．

重
度

の
障

害
、

介
助

者
等

に
配

慮
し

た
バ

リ
ア

フ
リ

ー
設

計
等

に
関

す
る

考
え

方
・
留

意
点

の
充

実

４
．

建
築

物
の

バ
リ

ア
フ

リ
ー

に
関

す
る

優
良

事
例

の
追

加

車
椅

子
使

用
者

用
便

房
の

大
き

さ
に

つ
い

て
の

見
直

し
［

対
象

:全
て

の
建

築
物

］
配

管
収

納
部

分
等

を
除

い
た

有
効

内
法

寸
法

2
m

以
上

角
を

確
保

す
る

旨
を

明
示

［
対

象
:2

千
㎡

以
上

の
不

特
定

多
数

の
者

が
利

用
し

、
又

は
主

と
し

て
高

齢
者

、
障

害
者

等
が

利
用

す
る

建
築

物
］

大
型

の
電

動
車

椅
子

使
用

者
(座

位
変

換
型

)等
が

回
転

で
き

る
よ

う
、

便
房

内
の

内
接

円
の

大
き

さ
は

、
『
直

径
1

5
0

c
m

以
上

』
⇒

『
直

径
1

8
0

㎝
以

上
』
を

設
け

る
こ

と
に

改
正

多
機

能
便

房
の

機
能

分
散

化
や

個
別

機
能

を
備

え
た

便
房

の
適

正
利

用
の

推
進

、
案

内
表

示
の

追
加

高
齢

者
、

障
害

者
等

が
利

用
す

る
各

種
便

房
を

総
称

し
て

『
高

齢
者

障
害

者
等

用
便

房
（

バ
リ
ア

フ
リ
ー

ト
イ

レ
）

』
と

位
置

づ
け

て
、

モ
デ

ル
例

の
見

直
し

や
設

計
例

の
追

加
を

行
い

、
設

計
の

考
え

方
を

充
実

車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
等

の
必

要
な

高
さ

の
見

直
し

（
運

用
面

の
柔

軟
な

対
応

を
含

む
）

車
椅

子
用

リ
フ

ト
付

き
福

祉
車

両
の

車
両

高
さ

（
2
.3

ｍ
以

上
）

に
対

応
し

た
必

要
な

有
効

高
さ

を
確

保
す

る
と

明
示

（
従

来
は

「望
ま

し
い

」)
、
断

面
図

も
追

加
し

て
よ

り
明

確
に

改
正

（
屋

内
の

車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
も

対
象

）

現
状

の
課

題

高
齢

者
、

障
害

者
等

の
円

滑
な

移
動

等
に

配
慮

し
た

建
築

設
計

標
準

の
改

正
概

要
（

令
和

３
年

３
月

）

２
．

小
規

模
店

舗
の

バ
リ

ア
フ

リ
ー

設
計

等
に

関
す

る
考

え
方

・
留

意
点

の
充

実

2 31
店

舗
内

部
の

障
壁

と
な

っ
て

い
る

①
入

口
の

段
差

解
消

・
扉

幅
の

確
保

、
②

可
動

席
の

設
置

等
の

バ
リ
ア

フ
リ
ー

整
備

を
進

め
る

べ
き

。

標
準

的
な

ス
ペ

ー
ス

で
の

対
応

が

困
難

な
重

度
の

障
害

や
介

助
者

の
利

用
を

想
定

し
た

整
備

を
考

慮

す
べ

き
。

(車
椅

子
ト

イ
レ

及
び

駐
車

場
等

）

設
計

段
階

か
ら

当
事

者
の

意
見

を
取

り
入

れ
た

取
組

や
小

規
模

店

舗
の

優
良

事
例

を
掲

載
す

べ
き

。

備
品

対
応

、
従

業
員

の
接

遇
や

社
内

研
修

の
充

実
、

情
報

提
供

等
の

ソ
フ

ト
面

の
充

実
が

必
要

。

「
多

機
能

便
房

」
に

利
用

が
集

中

し
て

い
る

実
態

が
あ

る
た

め
、

機
能

の
分

散
化

や
適

正
利

用
の

推
進

、

案
内

表
示

の
見

直
し

等
が

必
要

。

1

○
「建

築
設

計
標

準
」と

は
、

全
て

の
建

築
物

が
利

用
者

に
と

っ
て

使
い

や
す

い
も

の
と

し
て

整
備

さ
せ

る
こ

と
を

目
的

に
、

設
計

者
を

は
じ

め
、

建
築

主
、

審
査

者
、

施
設

管
理

者
、

利
用

者
に

対
し

て
、

適
切

な
設

計
情

報
を

提
供

す
る

バ
リ
ア

フ
リ
ー

設
計

の
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

と
し

て
定

め
た

も
の

で
す

。
○

国
土

交
通

省
で

は
、

建
築

物
の

バ
リ
ア

フ
リ
ー

化
の

一
層

の
推

進
の

た
め

、
令

和
2
年

1
月

か
ら

学
識

経
験

者
、

高
齢

者
・障

害
者

団
体

、
事

業
者

団
体

、
建

築
関

係
団

体
、

地
方

公
共

団
体

等
か

ら
構

成
さ

れ
る

検
討

会
及

び
小

規
模

店
舗

Ｗ
Ｇ

を
設

置
し

て
、

「高
齢

者
、

障
害

者
等

の
円

滑
な

移
動

等
に

配
慮

し
た

建
築

設
計

標
準

」の
改

正
す

べ
き

内
容

に
つ

い
て

検
討

を
行

い
、

令
和

3
年

3
月

に
策

定
・公

表
し

た
。
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2

（
な

し
）

【
車

椅
子

使
用

者
が

利
用

で
き

る
席

（
飲

食
店

）】

・
車

椅
子

使
用

者
が

車
椅

子
の

ま
ま

食
事

が
で

き
る

よ
う

、
原

則
と

し
て

可
動

式
の

椅
子

席
と

す
る

。

・
固

定
席

を
設

け
る

場
合

に
は

、
可

動
式

の
椅

子
席

を
併

せ
て

設
け

る
。

た
だ

し
、

客
席

総
数

の
1
/
２

以
上

の
席

を
可

動
席

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

・
ま

た
、

可
動

式
の

テ
ー

ブ
ル

や
落

ち
着

い
て

食
事

が
で

き
る

等
の

多
様

な
ニ

ー
ズ

へ
の

対
応

と
し

て
個

室
を

用
意

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

改
正

【
モ

デ
ル

・
設

計
例

】

②

現
行

②
②

②
①

テ
ー

ブ
ル

の
脚

と
脚

の
間

7
0㎝

以
上

可
動

式
の

椅
子

席
（
カ

ウ
ン

タ
ー

席
）

6
8
㎝

49
㎝

車
椅

子
が

利
用

で
き

る
テ

ー
ブ

ル
の

高
さ

飲
食

店
舗

の
通

路
の

有
効

幅
員

・
座

席

改
修

に
よ

る
自

動
式

引
き

戸
の

設
置

、

出
入

口
前

後
の

高
低

差
の

解
消

①

②

②
①

①
出

入
口

は
段

差
を

設
け

な
い

、
か

つ
有

効
幅

員
は

8
0
㎝

以
上

、
通

路
は

9
0
㎝

以
上

と
す

る
旨

を
記

載

②
飲

食
店

は
車

椅
子

の
ま

ま
食

事
が

で
き

る
よ

う
、

原
則

と
し

て
可

動
式

の
椅

子
席

を
設

け
る

旨
を

記
載

③
備

品
に

よ
る

移
動

の
支

援
や

接
遇

、
適

切
な

情
報

提
供

、
従

業
員

教
育

等
の

ソ
フ

ト
面

の
工

夫
を

充
実

小
規

模
店

舗
の

バ
リ

ア
フ

リ
ー

設
計

等
に

関
す

る
考

え
方

・
留

意
点

の
充

実
1

【
出

入
口

・
店

舗
内

部
の

通
路

の
確

保
等

】

・
出

入
口

の
有

効
幅

員
は

8
0
ｃ
ｍ

以
上

と
し

、
そ

の
前

後
に

は
高

低
差

が
な

い
も

の
と

す
る

。

・
店

舗
内

及
び

通
路

に
は

段
差

を
設

け
な

い
。

・
通

路
は

､車
椅

子
使

用
者

等
が

円
滑

に
移

動
で

き
る

有
効

幅
員

9
0
ｃ
ｍ

以
上

を
確

保
す

る
。

【
利

用
の

支
援

や
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
た

め
の

備
品

の
活

用
等

（ソ
フ

ト
面

の
対

応
）］ 杖

を
立

て
か

け
る

ホ
ル

ダ
ー

車
椅

子
可

搬
型

ス
ロ

ー
プ

点
字

・墨
字

併
記

の
メ

ニ
ュ

ー
筆

談
器

を
活

用
し

た
会

計
・対

話
貸

出
し

用
の

車
椅

子
ス

タ
ッ

フ
研

修
（メ

ニ
ュ

ー
等

の
読

み
上

げ
等

）

③
オ

ス
ス

メ
は

…
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3

車
椅

子
使

用
者

用
便

房
の

大
き

さ
の

見
直

し

①
対

象
：
全

て
の

建
築

物
（共

通
）

トイ
レ

の
大

き
さ

は
、

配
管

収
納

ス
ペ

ー
ス

等
を

除
い

た
有

効
内

法
寸

法
で

、
２

ｍ
以

上
×

２
ｍ

以
上

を
確

保
す

る
こ

と
を

明
示

②
対

象
：
①

の
う

ち
、
床

面
積

2
千

㎡
以

上
の

不
特

定
多

数
の

者
が

利
用

し
、

又
は

主
と

し
て

高
齢

者
、

障
害

者
等

が
利

用
す

る
建

築
物

大
型

の
電

動
車

椅
子

使
用

者
(座

位
変

換
型

)等
が

回
転

で
き

る
よ

う
、

便
房

内
の

内
接

円
の

大
き

さ
は

、
『
直

径
1
5
0
cm

以
上

』

⇒
『
直

径
1
8
0
㎝

以
上

』を
設

け
る

こ
と

に
改

正

重
度

の
障

害
、

介
助

者
等

に
配

慮
し

た
バ

リ
ア

フ
リ

ー
設

計
等

に
関

す
る

考
え

方
・
留

意
点

の
充

実
2

改
正

現
行

【
モ

デ
ル

例
】

○
対

象
：
全

て
の

建
築

物

①

車
椅

子
使

用
者

が
3

6
0

°回
転

す
る

た
め

に
必

要
な

ス
ペ

ー
ス

（
直

径
1

5
0

ｃ
ｍ

以
上

）

①

ラ
イ

ニ
ン

グ
（
配

管
収

納
）

折
畳

厚
み

洗
面

器

直
径

1
5
0ｃ

ｍ
以

上
の

回
転

ス
ペ

ー
ス

①

200㎝程度

腰
掛

便
座

洗
面

器
①

2
0
0
㎝

程
度

Φ
1

5
0

㎝
以

上

ラ
イ

ニ
ン

グ
（
配

管
収

納
）

○
対

象
：
床

面
積

2
千

㎡
以

上
の

不
特

定
多

数
の

者
が

利
用

し
、

主
と

し
て

高
齢

者
、

障
害

者
等

が
利

用
す

る
建

築
物

を
建

築
す

る
場

合

②

Φ
1
8

0
㎝

以
上

大
型

ベ
ッ

ド

腰
掛

便
座

直
径

18
0
ｃ

ｍ
以

上
の

回
転

ス
ペ

ー
ス

【
参

考
モ

デ
ル

例
】

○
対

象
：全

て
の

建
築

物

補
足

：
現

行
の

設
計

標
準

の
モ

デ
ル

例
は

ラ
イ

ニ
ン

グ
無

し
の

場
合

が
掲

載
さ

れ
て

お
り

、
上

図
は

、
ラ

イ
ニ

ン
グ

等
を

有
効

寸
法

に
含

め
た

場
合

の
参

考
例

示

※
ラ

イ
ニ

ン
グ

等
が

無
い

場
合

の
モ

デ
ル

例
も

設
計

標
準

に
例

示

①

200㎝以上

洗
面

器
①

2
0
0
㎝

以
上

Φ
1
5

0
㎝

以
上

③

ラ
イ

ニ
ン

グ
（
配

管
収

納
等

）

直
径

15
0
ｃ

ｍ
以

上
の

回
転

ス
ペ

ー
ス

腰
掛

便
座

2
0
0
㎝

以
上

（
2
2
0㎝

程
度

）

200㎝以上
（220㎝程度）

②

2
0

㎝
以

内

壁
面

設
備

等
下

の
車

椅
子

の
フ

ッ
ト

サ
ポ

ー
ト

に
乗

せ
た

足
が

通
過

す
る

ス
ペ

ー
ス

を
有

効
と

す
る

場
合

＜
車

椅
子

の
回

転
有

効
ス

ペ
ー

ス
＞
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4

多
機

能
便

房
の

機
能

分
散

化
や

個
別

機
能

を
備

え
た

便
房

の
適

正
利

用
の

推
進

、
案

内
表

示
の

追
加

・
高

齢
者

、
障

害
者

等
が

利
用

す
る

各
種

便
房

を
総

称
し

て
『
高

齢
者

障
害

者
等

用
便

房
（
バ

リ
ア

フ
リ
ー

ト
イ

レ
）』

と
位

置
づ

け
て

、

モ
デ

ル
例

の
見

直
し

や
設

計
例

の
追

加
を

行
い

、
設

計
の

考
え

方
を

充
実

重
度

の
障

害
、

介
助

者
等

に
配

慮
し

た
バ

リ
ア

フ
リ

ー
設

計
等

に
関

す
る

考
え

方
・
留

意
点

の
充

実
2

オ
ス

ト
メ

イ
ト

用
設

備
を

有
す

る
ト

イ
レ

※

汚
物

流
し

等

乳
幼

児
連

れ
用

設
備

を
有

す
る

ト
イ

レ
※

乳
幼

児
用

椅
子

お
む

つ
交

換
台

男
女

共
用

車
椅

子
使

用
者

用
ト

イ
レ

※

回
転

ス
ペ

ー
ス

大
型

ベ
ッ

ド
等

男
女

共
用

利
用

車
椅

子
使

用
者

等
オ

ス
ト

メ
イ

ト
が

必
要

な
方

乳
幼

児
連

れ

〈
共

用
部

〉
〈
男

女
そ

れ
ぞ

れ
又

は
男

女
共

用
に

配
置

〉

分
散

配
置

を
考

慮
し

た
個

別
機

能
を

備
え

た
便

房
（機

能
分

散
化

）

○
多

機
能

便
房

へ
の

利
用

者
の

集
中

を
避

け
る

た
め

、
施

設
の

用
途

や
利

用
状

況
を

勘
案

し
、
障

害
者

等
に

必
要

な
個

別
機

能
ト

イ
レ

と
す

る

※
総

称
し

て
「
高

齢
者

障
害

者
等

用
便

房
（
バ

リ
ア

フ
リ

ー
ト

イ
レ

）
」
と

す
る

。

改
正

・
便

所
設

備
（
機

能
）
の

分
散

配
置

を
示

し
た

表
示

全
て

の
障

害
者

を
対

象
と

し
た

国
際

シ
ン

ボ
ル

マ
ー

ク
と

オ
ス

ト
メ

イ
ト

用
設

備
の

ピ
ク

ト
グ

ラ
ム

表
示

の
み

個
別

機
能

を
組

み
合

せ
た

便
房

の
表

示
例

（
利

用
想

定
等

を
十

分
に

考
慮

し
、
車

椅
子

使
用

者
便

房
に

個
別

機
能

を
付

加
し

た
便

房
）

・
全

て
の

障
害

者
を

対
象

と
し

た
国

際
シ

ン
ボ

ル
マ

ー
ク

と
男

女
共

用
の

み
の

表
示

（
便

房
内

は
大

型
ベ

ッ
ド

付
き

）

・
車

椅
子

使
用

者
用

便
房

の
表

示
と

介
助

ベ
ッ

ド
の

ピ
ク

ト
グ

ラ
ム

の
表

示

高
齢

者
障

害
者

等
用

便
房

（バ
リ
ア

フ
リ
ー

トイ
レ

）の
表

示
は

、
「
多

機
能

」
「
多

目
的

」
等

、
利

用
対

象
と

な
ら

な
い

方
を

含
め

、
誰

で
も

使
用

で
き

る
よ

う
な

名
称

で
は

な
く
、

利
用

対
象

及
び

個
別

機
能

を
表

示
す

る
ピ

ク
ト
グ

ラ
ム

等
の

み
で

表
示

す
る

、
又

は
機

能
分

散
が

な
さ

れ
て

い
る

個
別

機
能

を
備

え
た

便
房

で
あ

れ
ば

、
主

な
利

用
対

象
者

を
明

確
に

す
る

名
称

や
ピ

ク
ト
グ

ラ
ム

等
で

表
示

す
る

工
夫

を
行

う
。

【
便

房
の

機
能

を
示

す
表

示
板

（標
識

）
】

個
別

機
能

を
備

え
た

便
房

の
表

示
例

（
車

椅
子

使
用

者
用

便
房

・男
女

共
用

便
房

等
）

【
設

計
例

】

・
オ

ス
ト

メ
イ

ト
用

設
備

を
有

す
る

便
房

・
乳

幼
児

用
設

備
を

有
す

る
便

房
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・既
存

の
車

椅
子

使
用

者
用

駐
車

施
設

等
に

お
い

て
、

車
両

高
さ

制
限

の

制
約

に
よ

り
、

大
型

の
車

椅
子

用
リ
フ

ト付
き

福
祉

車
両

等
（車

高
2
3
0
cm

以
上

）の
駐

車
が

で
き

な
い

場
合

に
は

、
乗

り
降

り
可

能
な

場
所

を
別

途
確

保
す

る
、

当
該

車
両

が
駐

車
で

き
る

ス
ペ

ー
ス

に
誘

導
す

る
工

夫
を

行
う

等
、

運
用

面
で

の
柔

軟
な

対
応

が
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

備
え

る
。

（対
応

例
：一

部
の

エ
リア

で
車

高
が

確
保

で
き

る
車

椅
子

使
用

者
用

駐
車

施
設

を
設

け
る

等
）

5

車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
等

の
必

要
な

高
さ

の
見

直
し

（
運

用
面

の
柔

軟
な

対
応

を
含

む
）

①
建

築
物

に
1
以

上
設

け
る

車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
は

、
「
車

椅
子

用
リ
フ

ト付
き

福
祉

車
両

の
車

両
高

さ
（
2
3
0
ｍ

以
上

）
に

対
応

し
た

必
要

有
効

高
さ

を
確

保
す

る
」
と

明
示

（従
来

は
「
望

ま
し

い
」
）
、

断
面

図
も

追
加

し
て

よ
り
明

確
に

し
た

改
正

②
既

存
の

車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
等

で
大

型
福

祉
車

両
が

、
駐

車
で

き
な

い
場

合
の

運
用

面
へ

の
柔

軟
な

対
応

を
追

加

重
度

の
障

害
、

介
助

者
等

に
配

慮
し

た
バ

リ
ア

フ
リ

ー
設

計
等

に
関

す
る

考
え

方
・
留

意
点

の
充

実
2

改
正

現
行

①

（
な

し
）

①

※
：
今

回
の

見
直

し
部

分

・駐
車

場
に

は
、

車
椅

子
使

用
者

使
用

者
用

駐
車

施
設

を
1
以

上
設

け
る

。

・車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
及

び
車

椅
子

に
よ

る
乗

降
可

能
な

駐
車

ス
ペ

ー
ス

を
屋

内
に

設
け

る
、

又
は

屋
外

の
駐

車
場

施
設

に
屋

根
若

し
くは

庇
を

設
け

る
場

合
に

は
、

大
型

の
車

椅
子

用
リ
フ

ト付
き

福
祉

車
両

等

の
車

両
高

さ
（2

3
0
ｃ
ｍ

以
上

）に
対

応
し

た
必

要
な

有
効

高
さ

（梁
下

高
さ

等
）を

確
保

す
る

。

②

・車
い

す
に

よ
る

乗
降

等
を

想
定

し
て

い
る

ス
ペ

ー
ス

に
屋

根
又

は
庇

を
設

け
る

場
合

に
は

、
車

い
す

用
リ
フ

ト付
車

両
等

に
対

応
し

た
天

井
高

さ
を

確
保

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

＜
留

意
点

＞
リ
フ

ト付
き

車
両

の
高

さ
一

般
的

な
リ
フ

ト付
き

車
両

の
高

さ
は

、
2
3
0
cm

程
度

で
あ

る
。

必
要

な
有

効
高

さ
（
梁

下
高

さ
等

）

車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
駐

車
場

の
車

路
安

全
な

通
路

（
乗

降
に

必
要

な
ス

ペ
ー

ス
）

車
高

制
限

の
表

示

車
両

高
さ

2
.3

ｍ
以

上

車
両

の
リ

バ
ウ

ン
ド

等
を

考
慮

必
要

な
有

効
高

さ
（
梁

下
高

さ
等

）

【
モ

デ
ル

例
】

①

【
設

計
例

】
地

下
駐

車
場

出
入

口
【
モ

デ
ル

例
】

【
設

計
例

】

①

（改
修

等
で

対
応

が
困

難
な

場
合

を
除

く）
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建
築

物
の

バ
リ

ア
フ

リ
ー

に
関

す
る

優
良

事
例

の
追

加
３

6

①
国

立
競

技
場

、
小

規
模

店
舗

（
飲

食
・
物

販
・
サ

ー
ビ

ス
）
、

病
院

、
歴

史
的

建
造

物
等

の
優

良
な

設
計

事
例

を
追

加

②
設

計
段

階
か

ら
、

高
齢

者
・
障

害
者

等
の

意
見

を
取

り
入

れ
た

建
築

物
（
国

立
競

技
場

、
他

）
を

追
加 ・

前
列

席
の

人
（
身

長
1
7
5
ｃ
ｍ

を
想

定
）
が

立
ち

上
が

っ
た

状
態

で
も

、
車

椅
子

使
用

者
用

客
席

の
視

界
を

妨
げ

な
い

計
画

と
さ

れ
、

フ
ィ

ー
ル

ド
全

体
が

視
認

で
き

る
。

•
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

階
数

表
示

・
階

数
ボ

タ
ン

の
配

置
の

改
善

•
車

椅
子

使
用

者
用

ト
イ

レ
の

機
器

の
配

置
の

改
善

•
男

女
共

用
ト
イ

レ
の

付
添

利
用

対
応

（
カ

ー
テ

ン
設

置
）

•
車

椅
子

使
用

者
用

客
席

を
バ

ラ
ン

ス
良

く
分

散
•
外

部
に

補
助

犬
ト
イ

レ
を

設
置

等

小
規

模
店

舗
の

事
例

カ
ウ

ン
タ

ー
型

の
ラ

ー
メ

ン
店

（
1

0
席

の
う

ち
可

動
式

の
椅

子
席

：
4

席
）

車
椅

子
の

ま
ま

調
髪

で
き

る
理

容
所

Ｕ
Ｄ

ﾜー
ｸ
ｼ
ｮ
ｯﾌ

ﾟの
実

施

改
正

U
D

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
の

意
見

を
踏

ま
え

た
改

善
（
国

立
競

技
場

）

①

②

①

提
供

：独
立

行
政

法
人

日
本

ス
ポ

ー
ツ

振
興

セ
ン

タ
ー

施
設

外
観

車
椅

子
使

用
者

用
客

席
提

供
：
独

立
行

政
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
出

典
：
独

立
行

政
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
「
国

立
競

技
場

に
つ

い
て

」
h

tt
p

s
:/

/w
w

w
.j

p
n

s
p

o
rt

.g
o

.j
p

/
k
o

k
u

ri
tu

/P
o

rt
a

ls
/0

/
k

o
k

u
ri

tu
/
p

ro
je

c
t-

s
u

m
m

a
ry

/k
o

k
u

ri
ts

u
k
y

o
u

g
ij

o
u

n
it

s
u

it
e

.p
d

f

車
椅

子
使

用
車

用
客

席
の

サ
イ

ト
ラ

イ
ン

出
典

：
独

立
行

政
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
「
国

立
競

技
場

に
お

け
る

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
に

つ
い

て
」

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.j

p
n

s
p

o
rt

.g
o

.j
p

/
n

e
w

s
ta

d
iu

m
/P

o
rt

a
ls

/
0

/s
o

n
o

ta
/
u

n
iv

e
rs

a
ld

e
s
ig

n
w

o
rk

s
h

o
p

n
it

s
u

it
e

.p
d

f

障
害

当
事

者
を

含
む

専
門

会
社

の
提

案
意

見
を

取
り

入
れ

、

改
修

・
改

善
を

進
め

る
歴

史
的

建
造

物
（
築

地
本

願
寺

）

国
立

競
技

場
に

お
け

る
車

椅
子

使
用

者
用

客
席

の
サ

イ
ト

ラ
イ

ン

②

車
椅

子
使

用
者

の
ま

ま
食

事
が

で
き

る
可

動
席

全
体

配
置

図
等

（
H

P
掲

載
の

案
内

図
）

調
査

に
よ

る
提

案
を

受
け

て
、
文

字
の

大
き

さ
の

変
更

や
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
を

利
用

し
た

バ
リ

ア
フ

リ
ー

経
路

等
の

表
示

が
実

施
さ

れ
て

い
る

出
入

口
（
本

堂
）
の

傾
斜

路
出

入
口

の
階

段
に

は
傾

斜
路

が
併

設
さ

れ
て

い
る

（
調

査
に

よ
る

提
案

を
受

け
て

、
手

す
り

設
置

に
よ

る
安

全
対

策
を

2
0

2
0

年
度

中
に

実
施

す
る

方
針

）

※
サ

イ
ト
ラ

イ
ン

（
可

視
線

）
と

は
劇

場
等

の
客

席
・
観

覧
席

の
各

々
の

人
が

前
列

の
人

の
頭

又
は

肩
を

越
し

て
視

焦
点

（舞
台

や
ス

ク
リ
ー

ン
、

競
技

ス
ペ

ー
ス

等
）
を

見
る

こ
と

が
で

き
る

視
野

の
限

界
線

の
こ

と
で

あ
る

。

階
段

（
本

堂
）

調
査

に
よ

る
提

案
を

受
け

て
、
階

段
の

段
鼻

に
は

、
注

意
喚

起
の

た
め

端
部

の
色

の
塗

分
け

が
さ

れ
て

い
る

（
柄

に
つ

い
て

は
継

続
検

討
中

）
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令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 

総合政策局安心生活政策課 

 

高齢者、 障害者等の移動等がさ ら に円滑になり ます！ 

～公共交通機関の「 バリ アフ リ ー整備ガイ ド ラ イ ン 」 を 改訂～ 
 

 

令和２ 年５ 月のバリ アフ リ ー法改正により 、 公共交通事業者等に対し 、 バリ アフ リ ー化さ れた旅客施

設等を 使用し た役務の提供の方法に関する基準（ ソ フ ト 基準） を遵守し なければなら ないこ と と さ れま

し た。  

こ れを 受け、 令和３ 年１ 月に移動等円滑化基準が改正（ ソ フ ト 基準の創設） さ れ、 その遵守の具体の

あり 方を 示す「 公共交通機関の役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイ ド ラ イ ン（ バリ アフ リ ー整備

ガイ ド ラ イ ン役務編）」 を 新たに策定し まし た。  

また、 優先席や高齢者障害者等用ト イ レ 等に関する検討を 踏まえ、「 バリ アフ リ ー整備ガイ ド ラ イ ン 

旅客施設編」 及び「 バリ アフ リ ー整備ガイ ド ラ イ ン車両等編」 を 一部改訂し まし た。  

 

【 本バリ アフ リ ー整備ガイ ド ラ イ ンの趣旨】  

○ 本ガイ ド ラ イ ンに定めた内容は、 公共交通事業者等が旅客施設又は車両等を 新たに整備・ 導入

等する際や旅客施設及び車両等を 使用し て役務を 提供する際に、 高齢者、 障害者等をはじ めと し

た多様な利用者の多彩なニーズに応えるこ と ができ るよう にするための整備のあり 方について、

具体的に示し た目安と なり ます。  

 

【 令和３ 年３ 月における主な改訂項目】（ 別紙参照）  

 （ １ ） 役務の提供の方法について 

 （ ２ ） 優先席について 

 （ ３ ） 高齢者障害者等用ト イ レ について 

 （ ４ ） 鉄道駅におけるプラ ッ ト ホームと 車両の間の段差・ 隙間の縮小について 

 

【 参考（ バリ アフ リ ー整備ガイ ド ラ イ ン）】  

 バリ アフ リ ー整備ガイ ド ラ イ ンについては、 以下の URL で公表し ており ます。  

・ ht t p: //www. ml i t . go. j p/sogosei saku/bar r i er f r ee/sosei _ bar r i er f r ee_ mn_ 000001. ht ml  

 

国土交通省は、 令和２ 年５ 月の「 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」 （ バ

リ アフ リ ー法） の改正を 受けて、 高齢者、 障害者等の更なる移動等の円滑化を 進めるため、 公共交

通機関の「 バリ アフ リ ー整備ガイ ド ラ イ ン」 を 改訂し まし た。  

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省総合政策局安心生活政策課 川口、 藤井 

Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-5253-8111（ 内線 25-503、 25-513）  

     03-5253-8306（ 直通）  

Ｆ Ａ Ｘ ： 03-5253-1552 
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川崎市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例 改正概要 

 

１ 改正の概要 

（１）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（以下、「政令」という。）

の一部改正（令和２年10月２日公布、令和３年４月１日施行） 

（２）政令の一部改正（令和２年12月９日公布、令和３年10月１日施行） 

（３）川崎市福祉のまちづくり条例施行規則（以下、「規則」という。）で定める整備基準の見

直し（令和３年度３月31日公布、令和３年10月１日施行） 

  上記の改正等にあわせて、川崎市福祉のまちづくり条例（以下、「条例」という。）の改正

を行う。 

 

２ 政令改正の背景と主な改正内容 

（１）特別特定建築物に公立小学校等の追加（令和３年４月１日施行） 

平成30年12月のユニバーサル社会実現推進法の公布・施行やオリパラ東京大会を契機

とし、共生社会実現に向けた高齢者、障害者等を含む全ての人々が互いの個性を尊重し

あう移動等の環境を整備することを目標とした改正が行われた。 

当該改正により、バリアフリー基準適合義務の対象拡大として、公立小学校等が特別

特定建築物※に追加され、併せて公立小学校等に対する基準の読替え規定が設けられた。 

  ※特別特定建築物・・・官公庁の施設、社会福祉施設、教育文化施設、商業施設等その他の不特定

かつ多数の者の利用に供する施設 

（２）小規模の特別特定建築物における建築物移動等円滑化基準の見直し 

（令和３年10月１日施行） 

地方公共団体は、政令で定める建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない

特別特定建築物の規模の引き下げ、又は当該基準に必要な事項を付加することができる

とされている。 

現行の建築物移動等円滑化基準においては、2,000㎡以上の大規模の建築物を想定して

定めているため、国は、小規模の建築物に当てはめた場合に建築主等にとって過度に負

担の生じるものとなる場合も考えられ、条例制定が進まない一因と考えている。 

このため、地方公共団体がより柔軟に条例による規模の引き下げを行うことができる

よう、500㎡未満の小規模の特別特定建築物（以下、「条例対象小規模特別特定建築物」

という。）について、政令により一部基準を定めるほか、それ以外の基準については、地

方公共団体が規模等を勘案して条例で設定することができることとされた。 

なお、本市においては、既に条例により学校、病院、老人ホーム等の特別特定建築物

について、適合義務となる規模を引き下げている。 

 

３ 本市におけるバリアフリーに関する課題 

本市においては、庁舎等の本市既存施設において、バリアフリー化の対応が遅れている部分

があること、条例の基準が法の基準を完全に網羅していないため、基準がわかりにくくなって

いること等の課題があることから、現行条例及び規則における課題や、法等の改正内容を踏ま

え、公共的施設の整備基準に移動等円滑化経路に関する事項を追加する等、建築物に係る整備

基準等について規則とあわせた改正を行う。 
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４ 条例の改正内容 

【改正条例第１条関係 令和３年４月１日施行】 

（１）建築物移動等円滑化に付加する事項に係る規定の適用の読替え規定の整備 

 公立小学校等に対する建築物移動等円滑化基準に付加する事項に係る規定の適用について

読替えに係る規定の整備を行う。 

 

【改正条例第２条関係 令和３年10月１日施行】 

（２）条例対象小規模特別特定建築物の基準に関する事項の追加 

 特別特定建築物については、政令で定める移動等円滑化基準に加え、条例による基準につ

いても適合する必要がある。 

政令改正に伴い、条例対象小規模特別特定建築物については、階段、便所、駐車場等の規

定の適用を受けないこととされたが、本市においては、現行の基準を維持するため、政令に

よる適用を受けないこととなった基準を改めて条例で付加する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）公共的施設の整備基準に移動等円滑化経路に関する事項を追加 

 条例で定める公共的施設の整備基準は、法による建築物移動等円滑化基準の内容を網羅し

ておらず分かりづらいものとなっているところ、これを解消してより分かりやすい基準とす

るため、整備基準の内容を見直すこととし、法及び政令に規定する移動等円滑化経路に関す

る事項を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）国等における公共施設の手続に関する特例制度の廃止 

 現在、国や地方公共団体の建物については、新築時のみ事前の通知を求めているが、庁舎

等の本市既存施設において、バリアフリー化の対応が遅れている部分があることから、既存

公共施設のバリアフリー化推進への対応の一つとして、当該施設における増築、用途変更、

大規模修繕等を行う場合においても、事前協議及び完了届の提出を義務付ける。 

 

５ 施行期日 

  令和３年４月１日から施行する。ただし、改正条例第２条の規定については同年10月１日か

ら施行する。 

 利用居室 ② 

車椅子使用者 

用駐車施設 

道等 

 

③ ① 

【凡例】  

    ：移動等円滑化経路 

    ①道等から利用居室までの経路 

    ②利用居室から車椅子使用者用便房 

までの経路 

    ③利用居室から車椅子使用者用駐車施設 

までの経路 

車椅子使用者用便房 

敷地 
建物 

条例対象小規模特別特定建築物における移動等円滑化基準のイメージ 

⇒
移動等円滑化経路 政令 移動等円滑化経路

階段、便所、駐車場等 階段、便所、駐車場等

条例
階段、便所等

（政令の基準に付加）
階段、便所等

（政令の基準に付加）

政令

条例

現　行 改 正 後
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川崎市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

○川崎市福祉のまちづくり条例 ○川崎市福祉のまちづくり条例 

平成９年７月１日条例第36号 平成９年７月１日条例第36号

（特別特定建築物に追加する特定建築物） （特別特定建築物に追加する特定建築物） 

第26条 法第14条第３項の条例で定める特定建築物は、次に掲げるもの（建

築基準法（昭和25年法律第201号）第85条第１項若しくは第２項に規定する

応急仮設建築物又は同条第５項若しくは第６項の許可を受けた建築物（次

条において「応急仮設建築物等」という。）を除く。）とする。 

第26条 法第14条第３項の条例で定める特定建築物は、次に掲げるもの（建

築基準法（昭和25年法律第201号）第85条第１項若しくは第２項に規定する

応急仮設建築物又は同条第５項若しくは第６項の許可を受けた建築物（次

条において「応急仮設建築物等」という。）を除く。）とする。 

(１) 学校（令第５条第１号に規定するものを除く。） (１) 学校（令第５条第１号に規定するものを除く。） 

(２) 共同住宅 (２) 共同住宅 

(３) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（令第

５条第９号に規定するものを除く。） 

(３) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（令第

５条第９号に規定するものを除く。） 

(４) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は

遊技場（令第５条第11号に規定するものを除く。） 

(４) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は

遊技場（令第５条第11号に規定するものを除く。） 

（建築物移動等円滑化基準に付加する事項） （建築物移動等円滑化基準に付加する事項） 

第28条 法第14条第３項の規定により同条第１項に規定する建築物移動等円

滑化基準に付加する事項は、次条から第33条までに定めるところによる。

第28条 法第14条第３項の規定により同条第１項に規定する建築物移動等円

滑化基準に付加する事項は、次条から第33条までに定めるところによる。

（階段） （階段） 

第29条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 

第29条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 踊場に手すりを設けること。 (１) 踊場に手すりを設けること。 

(２) 主たる階段は、回り階段でないこと。 (２) 主たる階段は、回り階段でないこと。 

(３) 主たる階段の幅（当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、10セ

ンチメートルを限度として、ないものとみなす。）は、130センチメート

ル以上とすること。 

(３) 主たる階段の幅（当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、10セ

ンチメートルを限度として、ないものとみなす。）は、130センチメート

ル以上とすること。 

２ 前項第３号の規定は、当該階段を共同住宅に設ける場合並びに当該階段

を設けようとする特別特定建築物等に令第18条第２項第５号に規定するエ

レベーター及びその乗降ロビーが設けられている場合には、適用しない。

２ 前項第３号の規定は、当該階段を共同住宅に設ける場合並びに当該階段

を設けようとする特別特定建築物等に令第18条第２項第５号に規定するエ

レベーター及びその乗降ロビーが設けられている場合には、適用しない。

（便所） （便所） 

第30条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する便所を設ける場合には、そのうち１以上（男子用及び女子用の区別

があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるものでなければならない。

第30条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する便所を設ける場合には、そのうち１以上（男子用及び女子用の区別

があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるものでなければならない。

(１) 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (１) 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) 令第14条第１項第１号に規定する車椅子使用者用便房及び当該便房

が設けられている便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とするこ

と。 

(２) 令第14条第１項第１号に規定する車いす使用者用便房及び当該便房

が設けられている便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とするこ

と。 

（移動等円滑化経路） （移動等円滑化経路） 

第31条 令第18条第１項に規定する移動等円滑化経路（以下「移動等円滑化

経路」という。）は、次に掲げるものでなければならない。 

第31条 令第18条第１項に規定する移動等円滑化経路（以下「移動等円滑化

経路」という。）は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 移動等円滑化経路を構成する直接地上へ通ずる出入口の幅は、90セ

ンチメートル以上とすること。 

(１) 移動等円滑化経路を構成する直接地上へ通ずる出入口の幅は、90セ

ンチメートル以上とすること。 

(２) 移動等円滑化経路を構成する令第６条第２号に規定する廊下等（以

下「廊下等」という。）の幅は、140センチメートル以上とすること。 

(２) 移動等円滑化経路を構成する令第６条第２号に規定する廊下等（以

下「廊下等」という。）の幅は、140センチメートル以上とすること。 

(３) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わるものに限る。）

の幅は、140センチメートル以上とすること。 

(３) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わるものに限る。）

の幅は、140センチメートル以上とすること。 

(４) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであ

ること。 

(４) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであ

ること。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 

イ 傾斜路の幅は、段に代わるものにあっては、140センチメートル以上

とすること。 

イ 傾斜路の幅は、段に代わるものにあっては、140センチメートル以上

とすること。 

２ 前項第２号及び第３号の規定は、共同住宅を建築する場合には、適用し

ない。 

２ 前項第２号及び第３号の規定は、共同住宅を建築する場合には、適用し

ない。 

（増築等に関する適用範囲） （増築等に関する適用範囲） 

第32条 建築物の増築又は改築（用途の変更をして特別特定建築物等にする

ことを含む。以下この条において「増築等」という。）をする場合には、

前３条の規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。 

第32条 建築物の増築又は改築（用途の変更をして特別特定建築物等にする

ことを含む。以下この条において「増築等」という。）をする場合には、

前３条の規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。 

(１) 当該増築等に係る部分 (１) 当該増築等に係る部分 

(２) 令第18条第１項第１号に規定する道等（以下この条において「道等」

という。）から前号に掲げる部分にある同項第１号に規定する利用居室

（以下この条において「利用居室」という。）までの１以上の経路を構

成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター及び敷地内の通路

(２) 令第18条第１項第１号に規定する道等（以下この条において「道等」

という。）から前号に掲げる部分にある同項第１号に規定する利用居室

（以下この条において「利用居室」という。）までの１以上の経路を構

成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター及び敷地内の通路

(３) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する便所 

(３) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する便所 

-16-



改正後 改正前 

(４) 第１号に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設けら

れていないときは、道等）から令第14条第１項第１号に規定する車椅子

使用者用便房（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。）までの１

以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター及

び敷地内の通路 

(４) 第１号に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設けら

れていないときは、道等）から令第14条第１項第１号に規定する車いす

使用者用便房（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。）までの１

以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター及

び敷地内の通路 

(５) 令第17条第１項に規定する車椅子使用者用駐車施設（令第22条第５

号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。）から第１号に掲げる部分

にある利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等）

までの１以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベ

ーター及び敷地内の通路 

(５) 令第17条第１項に規定する車いす使用者用駐車施設（令第22条第５

号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。）から第１号に掲げる部分

にある利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等）

までの１以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベ

ーター及び敷地内の通路 

（公立小学校等及び特定建築物に関する読替え） （特定建築物に関する読替え） 

第33条 令第５条第１号に規定する公立小学校等及び第26条の規定により特

別特定建築物に追加した特定建築物に対する第29条第１項、第30条及び前

条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者

が利用する」とする。 

第33条 第26条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に対する

第29条第１項、第30条及び前条の規定の適用については、これらの規定中

「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。 
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川崎市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

○川崎市福祉のまちづくり条例 ○川崎市福祉のまちづくり条例 

平成９年７月１日条例第36号 平成９年７月１日条例第36号

目次 目次 

第１章 総則（第１条～第６条） 第１章 総則（第１条～第６条） 

第２章 福祉のまちづくりの基本方針等（第７条～第９条） 第２章 福祉のまちづくりの基本方針等（第７条～第９条） 

第３章 施設の整備 第３章 施設の整備 

第１節 公共的施設の整備（第10条～第14条） 第１節 公共的施設の整備（第10条～第14条） 

第２節 指定施設の整備（第15条～第21条） 第２節 指定施設の整備（第15条～第22条） 

第３節 公共車両等、公共的工作物及び住宅の整備（第22条～第24条） 第３節 公共車両等、公共的工作物及び住宅の整備（第23条～第25条）

第４章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に

基づく事項（第25条～第35条） 

第４章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に

基づく事項（第26条～第35条） 

第５章 雑則（第36条） 第５章 雑則（第36条） 

附則 附則 

第３章 施設の整備 第３章 施設の整備 

第１節 公共的施設の整備 第１節 公共的施設の整備 

（整備基準） （整備基準） 

第10条 市長は、公共的施設の構造及び設備等の整備に関し、高齢者、障害

者等が安全かつ快適に利用できるものとするために必要な基準（以下「整

備基準」という。）を定めるものとする。 

第10条 市長は、公共的施設の構造及び設備等の整備に関し、高齢者、障害

者等が安全かつ快適に利用できるものとするために必要な基準（以下「整

備基準」という。）を定めるものとする。 

２ 整備基準は、次に掲げる事項について、公共的施設の種類の区分に応じ

て規則で定める。 

２ 整備基準は、次に掲げる事項について、公共的施設の種類の区分に応じ

て規則で定める。 

(１) 移動等円滑化経路（令第18条第１項に規定する移動等円滑化経路を

いう。以下同じ。）に関する事項

(新設)

(２) 敷地内の通路に関する事項 (新設)

(３) 出入口に関する事項 (１) 出入口に関する事項 

(４) 廊下及び階段に関する事項 (２) 廊下及び階段に関する事項 

(５) エレベーターに関する事項 (３) エレベーターに関する事項 

(６) 便所に関する事項 (４) 便所に関する事項 

(７) 駐車場に関する事項 (５) 駐車場に関する事項 

(８) 標識、案内設備及び案内設備までの経路に関する事項 (６) 案内標示及び視覚障害者誘導施設に関する事項 

(９) 歩道及び公園の園路に関する事項 (７) 歩道及び公園の園路に関する事項 

(10) 前各号に掲げるもののほか、高齢者、障害者等の利用に配慮すべき

事項 

(８) 前各号に掲げるもののほか、高齢者、障害者等の利用に配慮すべき

事項 

第２節 指定施設の整備 第２節 指定施設の整備 

（事前協議） （事前協議） 

第15条 公共的施設で規則で定める種類及び規模のもの（以下「指定施設」

という。）の新築等をしようとする者は、その計画（整備基準に適合させ

るべき部分を含まない計画を除く。）について、規則で定めるところによ

り、あらかじめ市長に協議しなければならない。これを変更しようとする

場合（規則で定める軽微な変更の場合を除く。）も、同様とする。

第15条 公共的施設で規則で定める種類及び規模のもの（以下「指定施設」

という。）の新築等をしようとする者は、その計画（整備基準に適合させ

るべき部分を含まない計画を除く。）について、規則で定めるところによ

り、あらかじめ市長に協議しなければならない。これを変更しようとする

場合（規則で定める軽微な変更の場合を除く。）も、同様とする。 

（指導又は助言） （指導又は助言） 

第16条 市長は、前条の規定による協議があった場合において、当該協議に

係る指定施設の新築等の計画が整備基準に適合しないと認めるときは、当

該協議をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

第16条 市長は、前条の規定による協議があった場合において、当該協議に

係る指定施設の新築等の計画が整備基準に適合しないと認めるときは、当

該協議をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

（工事完了の届出、完了検査等） （工事完了の届出、完了検査等） 

第17条 第15条の規定による協議をした者は、当該協議に係る指定施設の新

築等の工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長

に届け出て、当該指定施設の構造及び設備等に関し市長の検査を受けなけ

ればならない。 

第17条 第15条の規定による協議をした者は、当該協議に係る指定施設の新

築等の工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長

に届け出て、当該指定施設の構造及び設備等に関し市長の検査を受けなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出をしない者に対し、当該届出をするよう

指導を行うことができる。 

２ 市長は、前項の規定による届出をしない者に対し、当該届出をするよう

指導を行うことができる。 

３ 市長は、第１項の規定による検査を行った場合において、第15条の規定

により行われた協議の内容と異なると認めるときは、工事完了の届出をし

た者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

３ 市長は、第１項の規定による検査を行った場合において、第15条の規定

により行われた協議の内容と異なると認めるときは、工事完了の届出をし

た者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

（勧告） （勧告） 

第18条 市長は、第15条の規定による協議を行わずに工事に着手した者に対

し、当該協議を行うべきことを勧告することができる。 

第18条 市長は、第15条の規定による協議を行わずに工事に着手した者に対

し、当該協議を行うべきことを勧告することができる。 

２ 市長は、前条第２項の規定による指導を受けた者が、正当な理由なく指

導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。 

２ 市長は、前条第２項の規定による指導を受けた者が、正当な理由なく指

導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。 

３ 市長は、第15条の規定による協議をした者が、当該協議の内容と異なっ

た工事を行った場合で前条第３項に規定する指導又は助言に正当な理由な

く従わないときは、当該指導又は助言に従うよう勧告することができる。

３ 市長は、第15条の規定による協議をした者が、当該協議の内容と異なっ

た工事を行った場合で前条第３項に規定する指導又は助言に正当な理由な

く従わないときは、当該指導又は助言に従うよう勧告することができる。
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改正後 改正前 

（公表） （公表） 

第19条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該

勧告に応じないときは、その旨を公表することができる。 

第19条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該

勧告に応じないときは、その旨を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公

表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機

会を与えなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公

表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機

会を与えなければならない。 

（適合状況の報告等） （適合状況の報告等） 

第20条 市長は、必要があると認めるときは、既存施設のうち指定施設であ

るもの（以下「既存指定施設」という。）を設置し、又は管理する者に対

し、当該既存指定施設が整備基準に適合しているかどうかの報告を求める

ことがきる。 

第20条 市長は、必要があると認めるときは、既存施設のうち指定施設であ

るもの（以下「既存指定施設」という。）を設置し、又は管理する者に対

し、当該既存指定施設が整備基準に適合しているかどうかの報告を求める

ことがきる。 

２ 市長は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る

既存指定施設が整備基準に適合しないと認めるときは、当該報告をした者

に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

２ 市長は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る

既存指定施設が整備基準に適合しないと認めるときは、当該報告をした者

に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

（立入調査） （立入調査） 

第21条 市長は、第16条から第18条まで、第19条第１項及び前条の規定の施

行に必要な限度において、その職員に、指定施設に立ち入り、当該指定施

設が整備基準に適合しているかどうかを調査させ、又は関係者に質問させ

ること（以下「立入調査」という。）ができる。 

第21条 市長は、第16条から第18条まで、第19条第１項及び前条の規定の施

行に必要な限度において、その職員に、指定施設に立ち入り、当該指定施

設が整備基準に適合しているかどうかを調査させ、又は関係者に質問させ

ること（以下「立入調査」という。）ができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者に提示しなければならない。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

（国等に関する特例）

（削除） 第22条 この節の規定は、国、地方公共団体その他規則で定める者（以下「国

等」という。）に対しては、適用しない。ただし、国等が、指定施設の新築

をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に通

知しなければならない。

第３節 公共車両等、公共的工作物及び住宅の整備 第３節 公共車両等、公共的工作物及び住宅の整備 

（公共車両等の整備） （公共車両等の整備） 

第22条 鉄道の車両、自動車その他の旅客の運送の用に供するもの（以下「公

共車両等」という。）を所有し、又は管理する者は、当該公共車両等につい

て、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めな

ければならない。 

第23条 鉄道の車両、自動車その他の旅客の運送の用に供するもの（以下「公

共車両等」という。）を所有し、又は管理する者は、当該公共車両等につい

て、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めな

ければならない。 

（公共的工作物の整備） （公共的工作物の整備） 

第23条 公衆電話ボックスその他の不特定かつ多数の者の利用に供する工作

物（以下「公共的工作物」という。）を設置し、又は管理する者は、当該公

共的工作物について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるよう

その整備に努めなければならない。 

第24条 公衆電話ボックスその他の不特定かつ多数の者の利用に供する工作

物（以下「公共的工作物」という。）を設置し、又は管理する者は、当該公

共的工作物について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるよう

その整備に努めなければならない。 

（住宅の整備） （住宅の整備） 

第24条 住宅を供給する事業者は、当該供給する住宅について、高齢者、障

害者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならな

い。 

第25条 住宅を供給する事業者は、当該供給する住宅について、高齢者、障

害者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならな

い。 

２ 市民は、その所有する住宅について、居住する者が将来にわたって安全

かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。 

２ 市民は、その所有する住宅について、居住する者が将来にわたって安全

かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。 

第４章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規

定に基づく事項 

第４章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規

定に基づく事項 

（特別特定建築物に追加する特定建築物） （特別特定建築物に追加する特定建築物） 

第25条 法第14条第３項の条例で定める特定建築物は、次に掲げるもの（建

築基準法（昭和25年法律第201号）第85条第１項若しくは第２項に規定する

応急仮設建築物又は同条第５項若しくは第６項の許可を受けた建築物（次

条において「応急仮設建築物等」という。）を除く。）とする。 

第26条 法第14条第３項の条例で定める特定建築物は、次に掲げるもの（建

築基準法（昭和25年法律第201号）第85条第１項若しくは第２項に規定する

応急仮設建築物又は同条第５項若しくは第６項の許可を受けた建築物（次

条において「応急仮設建築物等」という。）を除く。）とする。 

(１) 学校（令第５条第１号に規定するものを除く。） (１) 学校（令第５条第１号に規定するものを除く。） 

(２) 共同住宅 (２) 共同住宅 

(３) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（令第

５条第９号に規定するものを除く。） 

(３) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（令第

５条第９号に規定するものを除く。） 

(４) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は

遊技場（令第５条第11号に規定するものを除く。） 

(４) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は

遊技場（令第５条第11号に規定するものを除く。） 

（特別特定建築物等の新築の規模） （特別特定建築物等の新築の規模） 

第26条 法第14条第３項の条例で定める建築の規模は、新築の場合において、

別表の左欄に掲げる特別特定建築物等（特別特定建築物及び前条各号に掲

げる特定建築物をいう。以下同じ。）（応急仮設建築物等を除く。）の区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

第27条 法第14条第３項の条例で定める建築の規模は、新築の場合において、

別表の左欄に掲げる特別特定建築物等（特別特定建築物及び前条各号に掲

げる特定建築物をいう。以下同じ。）（応急仮設建築物等を除く。）の区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

（建築物移動等円滑化基準に付加する事項） （建築物移動等円滑化基準に付加する事項） 
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第27条 法第14条第３項の規定により同条第１項に規定する建築物移動等円

滑化基準に付加する事項（次項に規定する条例対象小規模特別特定建築物

（令第10条第２項に規定する条例対象小規模特別特定建築物をいう。以下

同じ。）に係るものを除く。）は、次条から第32条までに定めるところによ

る。

第28条 法第14条第３項の規定により同条第１項に規定する建築物移動等円

滑化基準に付加する事項は、次条から第33条までに定めるところによる。

２ 条例対象小規模特別特定建築物について法第14条第３項の規定により同

条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、次条から

第30条まで、第32条及び第33条に定めるところによる。 

（新設） 

（階段） （階段） 

第28条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 

第29条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 踊場に手すりを設けること。 (１) 踊場に手すりを設けること。 

(２) 主たる階段は、回り階段でないこと。 (２) 主たる階段は、回り階段でないこと。 

(３) 主たる階段の幅（当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、10セ

ンチメートルを限度として、ないものとみなす。）は、130センチメート

ル以上とすること。

(３) 主たる階段の幅（当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、10セ

ンチメートルを限度として、ないものとみなす。）は、130センチメート

ル以上とすること。 

２ 前第３号の規定は、当該階段を共同住宅に設ける場合並びに当該階段を

設けようとする特別特定建築物等に令第18条第２項第５号に規定するエレ

ベーター及びその乗降ロビーが設けられている場合には、適用しない。 

２ 前項第３号の規定は、当該階段を共同住宅に設ける場合並びに当該階段

を設けようとする特別特定建築物等に令第18条第２項第５号に規定するエ

レベーター及びその乗降ロビーが設けられている場合には、適用しない。

（便所） （便所） 

第29条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する便所を設ける場合には、そのうち１以上（男子用及び女子用の区別

があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるものでなければならない。

第30条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する便所を設ける場合には、そのうち１以上（男子用及び女子用の区別

があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるものでなければならない。

(１) 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 (１) 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) 令第14条第１項第１号に規定する車椅子使用者用便房及び当該便房

が設けられている便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とするこ

と。

(２) 令第14条第１項第１号に規定する車椅子使用者用便房及び当該便房

が設けられている便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とするこ

と。 

（移動等円滑化経路） （移動等円滑化経路） 

第30条 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 第31条 令第18条第１項に規定する移動等円滑化経路（以下「移動等円滑化

経路」という。）は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 移動等円滑化経路を構成する直接地上へ通ずる出入口の幅は、90セ

ンチメートル以上とすること。

(１) 移動等円滑化経路を構成する直接地上へ通ずる出入口の幅は、90セ

ンチメートル以上とすること。 

(２) 移動等円滑化経路を構成する令第６条第２号に規定する廊下等（以

下「廊下等」という。）の幅は、140センチメートル以上とすること。 

(２) 移動等円滑化経路を構成する令第６条第２号に規定する廊下等（以

下「廊下等」という。）の幅は、140センチメートル以上とすること。 

(３) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わるものに限る。）

の幅は、140センチメートル以上とすること。

(３) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わるものに限る。）

の幅は、140センチメートル以上とすること。 

(４) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであ

ること。

(４) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであ

ること。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 

イ 傾斜路の幅は、段に代わるものにあっては、140センチメートル以上

とすること。

イ 傾斜路の幅は、段に代わるものにあっては、140センチメートル以上

とすること。 

２ 前項第２号及び第３号の規定は、共同住宅を建築する場合には、適用し

ない。

２ 前項第２号及び第３号の規定は、共同住宅を建築する場合には、適用し

ない。 

（増築等に関する適用範囲） （増築等に関する適用範囲） 

第31条 建築物の増築又は改築（用途の変更をして特別特定建築物等にする

ことを含む。以下この条において「増築等」という。）をする場合には、前

３条の規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。 

第32条 建築物の増築又は改築（用途の変更をして特別特定建築物等にする

ことを含む。以下この条において「増築等」という。）をする場合には、前

３条の規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。 

(１) 当該増築等に係る部分 (１) 当該増築等に係る部分 

(２) 令第18条第１項第１号に規定する道等（以下この条及び第33条にお

いて「道等」という。）から前号に掲げる部分にある同項第１号に規定す

る利用居室（以下この条において「利用居室」という。）までの１以上の

経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター及び敷地内

の通路 

(２) 令第18条第１項第１号に規定する道等（以下この条において「道等」

という。）から前号に掲げる部分にある同項第１号に規定する利用居室

（以下この条において「利用居室」という。）までの１以上の経路を構成

する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター及び敷地内の通路 

(３) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する便所 

(３) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する便所 

(４) 第１号に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設けら

れていないときは、道等）から令第14条第１項第１号に規定する車椅子

使用者用便房（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。）までの１

以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター及び

敷地内の通路 

(４) 第１号に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設けら

れていないときは、道等）から令第14条第１項第１号に規定する車椅子

使用者用便房（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。）までの１

以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター及び

敷地内の通路 

(５) 令第17条第１項に規定する車椅子使用者用駐車施設（令第22条第５

号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。）から第１号に掲げる部分

にある利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等）

までの１以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベ

(５) 令第17条第１項に規定する車椅子使用者用駐車施設（令第22条第５

号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。）から第１号に掲げる部分

にある利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等）

までの１以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベー
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ーター及び敷地内の通路 ター及び敷地内の通路 

（公立小学校等及び特定建築物に関する読替え） （公立小学校等及び特定建築物に関する読替え） 

第32条 令第５条第１号に規定する公立小学校等及び第25条の規定により特

別特定建築物に追加した特定建築物に対する第28条第１項、第29条及び前

条の規定（条例対象小規模特別特定建築物にあっては、同条の規定を除く。）

の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用す

る」とする。

第33条 令第５条第１号に規定する公立小学校等及び第26条の規定により特

別特定建築物に追加した特定建築物に対する第29条第１項、第30条及び前

条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が

利用する」とする。 

（建築物移動等円滑化基準に関する規定の準用） 

第 33 条 条例対象小規模特別特定建築物の廊下等については令第 11 条の規

定を、条例対象小規模特別特定建築物の階段については令第 12 条（第６号

を除く。）の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の傾斜路については令

第 13 条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の便所については令第 14

条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の敷地内の通路については令

第 16 条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の駐車場については令第

17 条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路につい

ては令第 18 条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の令第 20 条第１

項及び第２項の規定による設備又は同条第３項の規定による案内所につい

ては同条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の道等から同条第２項

の規定による設備又は同条第３項の規定による案内所までの経路について

は令第 21 条の規定を準用する。この場合において、令第 18 条第１項中「次

に」とあるのは「第２号又は第３号に」と読み替えるものとし、条例対象

小規模特別特定建築物のうち令第５条第１号に規定する公立小学校等及び

第 25 条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物については、令

第 11 条から第 14 条まで、第 16 条、第 17 条第１項及び第 18 条第１項中

「不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する」とあるのは「多数の者が利用する」と読み替えるものとする。 

（新設）

（適用除外） （適用除外） 

第34条 第25条から前条までの規定は、市長がこれらの規定によることなく

高齢者、障害者等が特別特定建築物等を円滑に利用できると認めて許可し

た場合又は建築物若しくはその敷地の形態上やむを得ないと認めて許可し

た場合においては、適用しない。 

第34条 第26条から前条までの規定は、市長がこれらの規定によることなく

高齢者、障害者等が特別特定建築物等を円滑に利用できると認めて許可し

た場合又は建築物若しくはその敷地の形態上やむを得ないと認めて許可し

た場合においては、適用しない。 

（手数料） （手数料） 

第35条 前条の規定に基づく許可の申請に対する審査を行う場合は、１件に

つき、27,000円の手数料を徴収する。 

第35条 前条の規定に基づく許可の申請に対する審査を行う場合は、１件に

つき、27,000円の手数料を徴収する。 

２ 前項の手数料は、申請の際、申請者から徴収する。 ２ 前項の手数料は、申請の際、申請者から徴収する。 

３ 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除する

ことができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除する

ことができる。 

(１) 官公署からの申請によるとき。 (１) 官公署からの申請によるとき。 

(２) その他市長が減額又は免除を適当と認めるとき。 (２) その他市長が減額又は免除を適当と認めるとき。 

４ 既納の手数料は、還付しない。 ４ 既納の手数料は、還付しない。 

第５章 雑則 第５章 雑則 

（委任） （委任） 

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

別表（第26条関係） 別表（第27条関係） 

特別特定建築物等 建築の規模 特別特定建築物等 建築の規模 

学校 床面積の合計

2,000平方メー

トル未満 

学校 床面積の合計

2,000平方メー

トル未満 

病院又は診療所（患者の入院施設があるものに限

る。） 

病院又は診療所（患者の入院施設があるものに限

る。） 

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用す

る官公署 

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用す

る官公署 

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類

するもの 

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類

するもの 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉

センターその他これらに類するもの 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉

センターその他これらに類するもの 

博物館、美術館又は図書館 博物館、美術館又は図書館 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構

成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供する

もの 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構

成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供する

もの 

診療所（患者の入院施設がないものに限る。） 床面積の合計

500平方メート

ル以上 

診療所（患者の入院施設がないものに限る。） 床面積の合計

500平方メート

ル以上 

集会場又は公会堂 集会場又は公会堂 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

公衆浴場 公衆浴場 
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改正後 改正前 

飲食店 飲食店 

理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀

行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀

行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

劇場、観覧場、映画館又は演芸場 床面積の合計

1,000平方メー

トル以上 

劇場、観覧場、映画館又は演芸場 床面積の合計

1,000平方メー

トル以上 

展示場 展示場 

ホテル又は旅館 ホテル又は旅館 

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類す

る運動施設又は遊技場 

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類す

る運動施設又は遊技場 
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